
 

八潮市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱 

 

平成２８年３月２４日決裁 

平成３１年３月２０日決裁 

令和３年１１月１６日決裁 

令和５年 ３月３１日決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自転車を利用する際にヘルメットの着用を促進し、自転車が関

係する交通事故の防止を図るため、予算の範囲内において八潮市自転車用ヘルメッ

ト購入費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必要な事項を定め

るものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関し、八潮市補助金等交付規則（平成元年規則第２号）に

定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、ヘルメットとは、自転車に乗車する際に着用し、頭部を

保護する目的で製造され、一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを

認証した SG マーク並びに欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証

した CE マークまたはそれらに相当する安全基準に適合したことを証するマークが

記された新品の自転車用ヘルメットをいう。ただし、中学校で指定している通学用ヘ

ルメットは除く。 

（対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、市内在住の次の各号に掲げる者と

する。 

⑴ 自ら使用する目的でヘルメットを購入した者 

⑵ 市内在住で２親等以内の親族が使用する目的でヘルメットを購入した者 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、ヘルメット１個の購入価格に２分の１を乗じて得た額（当該

額に１００円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。）とし、

２，０００円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、ヘルメットを着用する者１人につき、ヘルメット１個かつ１回

とする。ただし、前回交付を受けた日の属する年度から起算して３年度を経過した

ときは、再度交付を受けることができる。 

（補助金の交付申請及び請求） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、ヘルメット

を購入した日から１年以内に八潮市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書

兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 



 ⑴ ヘルメットの購入に要した経費の支払い手続きが完了したことを証する書類

の原本（領収書等） 

 ⑵ ヘルメットを着用する者が市内在住であることを証明できるもの及びその者

の生年月日を確認できるもの 

 ⑶ 申請者の住所を確認できるもの 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助

金の交付の可否を決定し、八潮市自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書

（様式第２号）又は八潮市自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書（様

式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交

付を行うものとする。 

（補助金の返還） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 

 ⑴ 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。 

 ⑵ 補助金の交付の条件に違反したとき。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 附 則 

（施行期日等） 

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、同日以後に購入したヘルメットに

ついて適用する。 

 附 則 

  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 附 則 

  この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

 

八潮市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書 

 

年  月  日 

 

（宛先） 

八潮市長 

 

住所 

申請者 氏名             

電話 

 

 次のとおり、八潮市自転車用ヘルメット購入費補助金の交付を受けたいので、関

係書類を添えて申請し、及び請求します。 

なお、助成要件の確認のために、市が保有する個人情報を閲覧し、及び調査する

ことに同意します。 

 

１．補助金の交付申請（請求）額        金        円 

２．ヘルメット着用者 住  所 

             氏
フリ

  名
ガナ

 

３．関係書類 

 （１）ヘルメットの購入に要した経費の支払い手続きが完了したことを証する書

類の原本 ※１ 

 （２）ヘルメットを着用する者が市内に住所を有していることを証明できるもの ※２ 

 （３）申請者の住所を確認できるもの ※２ 

  ※１ 申請者の氏名、日付、金額 品名、購入店がわかるもの（領収書等） 

  ※２ 運転免許証、健康保険証、こども医療費受給資格証等 

 

４．振込み先 

金融機関名  

支（本）店名  

預金種目  普通 ・ 当座 

口座番号  

フリガナ  

名義人名 
 



様式第２号（第６条関係） 

 

 

八潮市自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

         様 

 

 

八潮市長       印 

 

 

       年  月  日付けで申請のあった八潮市自転車用ヘルメット購入

費補助金について、次のとおり交付決定したので通知します。 

 

 

補助金の交付決定額  金       円 

 

 

  



様式第３号（第６条関係） 

 

 

八潮市自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

         様 

 

 

八潮市長       印 

 

 

       年  月  日付けで申請のあった八潮市自転車用ヘルメット購入

費補助金について、次の理由により不交付と決定したので通知します。 

 

 

【補助金の不交付の理由】 

 


